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はじめに
　近年のグローバル化の進展と新興国の経済
成長による海外旅行需要の拡大、さらには政
府の国策としてのインバウンド観光の振興に
よって、2000年には約470万人であった訪日外
国人旅行者数は2019年には約3,200万人へと急

増した（図1）1，2）。しかし、2019年末に中国
で発生した新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の世界的流行により、2020年以
降訪日外国人数・出国日本人数は実に前年比
98％以上激減し、それに伴い日本における輸
入感染症の報告数も大きく減少している3）。一
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図1　訪日外国人旅行者数と出国日本人数および日本における主な輸入感染症の報告数の推移
（文献1、2より作成）
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方、2022年以降にCOVID-19に関する国内外
の出入国規制・措置が緩和されたこと、特に
2022年10月より日本政府が個人旅行の受け入
れおよび査証免除措置の再開などを実施した
ことを受けて、同年の訪日外国人数・出国日
本人数は回復の兆しをみせている。
　感染対策を行いつつ、人々の行動制限を緩
和し、社会・経済活動を推進する“ウィズコ
ロナ時代”において、今後海外との人の行き
来はさらに増加するものと考えられ、医療施
設においては改めて増加する可能性のある輸
入感染症への対策の見直しを迫られるものと
思われる。そこで本稿では、医療機関のICT
が特に注意しておくべき海外で流行する感染
症と輸入感染症対策の考え方について解説す
る。

輸入感染症とは
　「輸入感染症」は「渡航関連感染症（Trav-
el-related diseases）」とも呼ばれ、一般的に
は海外で感染した日本人渡航者によって、帰
国時にその病原体が持ち込まれる感染症のこ
とを指す4，5）。一方、訪日外国人により直接
海外から持ち込まれる感染症については「イ
ンバウンド感染症」と、従来の輸入感染症と
は分けて呼ばれる5）。
　輸入感染症にはインフルエンザのように、
日本でも発生がみられるもののほかに、マラ
リアやデング熱のように、「日本にはもともと
存在しない」感染症や「すでに撲滅され、現
在では流行していない」感染症が多く含まれ
る3，6）。一方、実際の日本における輸入感染
症の発生は基本的にまれである。代表的な輸

入感染症であるマラリアやデング熱でも、日
本全国でそれぞれ年間50例前後および300～
400例前後と少数である2）。そのため、国内の
一般の医療従事者の多くは輸入感染症につい
て実際の診療経験が不足しており、初期診療
では鑑別疾患にあがりにくく、かつ検査診断
が容易でない場合が多い。これにより、診断
の遅れからしばしば院内における二次感染が
起こり、院内のみならず地域でのアウトブレ
イクの原因となり得る7，8）。これらを防ぐた
め、医療機関のICTには各輸入感染症につい
ての理解と、診断確定前の段階で臨床症状や
患者情報から原因病原体を推定し、必要な感
染経路別予防策を実施するという経験的症候
群別予防策（Empiric and syndromic precau-
tions）の実践が求められる8）。

輸入感染症の診断
　渡航歴の聴取が輸入感染症を見逃さないた
めに最も重要である。特に日本で流行してい
ない輸入感染症については、渡航歴を聴取し
なければ診断が非常に困難である。また、患
者は自身の症状を渡航中の感染と結び付けず、
自身から医療従事者に伝えないことも多いた
め、医療従事者側から渡航歴を聴取すること
が重要である。特に、低予算で個人旅行をす
るバックパッカーや、海外の友人や親族訪問
を目的とした旅行（Visiting friends and rela-
tives, VFR）は、一般的に渡航先における感
染症の罹患リスクが高いため注意が必要であ
る9‒11）。
　渡航歴のある患者に対する輸入感染症の鑑
別診断については「出国地（渡航地）」「潜伏
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期間」「曝露歴」の3項目からアプローチする。
各輸入感染症の頻度は地域ごとに大きく異
なっており、臨床症状と出国地の情報によっ
て想定すべき疾患はある程度決定できる（表
1）3）。現地での流行状況は時間とともに変化
する可能性があり、CDCや厚生労働省検疫所
のウェブサイト12，13）などを参考に最新の情報
を確認することが望ましい。また、疾患ごと
に異なる潜伏期間も、診断の大きな手がかり
となる（表2）14）。
　たとえば、東南アジアに5日間滞在し、帰国
後2日目に関節痛を伴う発熱で発症した場合、
潜伏期間は2日～7日となるため、潜伏期間が
通常10日以内となるデング熱やチクングニア
熱が疑わしく、逆に潜伏期間が11日以上とな
るマラリアや腸チフス、類鼻疽の可能性は低
くなる。さらに、出国地における曝露歴から
も疾患の推定が可能である（表3）14）。
　このように、輸入感染症としては数多くの
鑑別疾患が存在するものの、患者情報によっ
て大幅に絞り込むことが可能である。患者診
察前に予診表などを用いて臨床症状に加え前
述した3項目を中心に患者情報をできるだけ収
集し、想定される疾患に対し必要な感染対策
の事前準備を行っておくことが大切である。

経験的症候群別予防策の実践
　表43）に、患者の臨床症状から推定される主
な輸入感染症と、必要な感染対策の例を示し
た。大前提として、輸入感染症対策として最
も重要でまず行うべきことは、ほかの感染症
と同様に基本的な標準予防策の徹底であり、
実際に大半の輸入感染症は標準予防策で対応

可能である。
発熱＋非特異的症状
　患者が発熱に加え頭痛・関節痛・筋肉痛な
どの非特異的症状を訴えている場合、マラリ
アやデング熱および黄熱、日本紅斑熱、アフ
リカ紅斑熱、チクングニア熱、レジオネラ症、
レプトスピラ症などが鑑別にあがるが、これ
らはいずれも通常「ヒト‒ヒト感染」しないた
め、標準予防策のみでの対応が可能である。
発熱＋下痢・呼吸症状
　発熱に下痢症状を伴う場合は肝炎や腸チフ
スを想定し接触予防策を、呼吸症状を伴う場
合はインフルエンザやCOVID-19を想定し飛
沫予防策を併用する。臨床経過や胸部画像検
査から結核が疑われる場合は空気予防策を、
出国地や曝露歴からMERSや鳥インフルエン
ザが疑われる場合は空気予防策に加え接触予
防策も併用する。
下痢症状のみ
　患者が下痢のみを訴えている場合は接触予
防策で多くが対応可能であるが、流行状況な
どからノロウイルス・ロタウイルス感染症が
疑われる場合は飛沫予防策を併用する。
発熱＋急性神経症状
　患者が発熱に加え皮疹や急性神経症状を呈
している場合、多くは標準予防策で対応可能
である。なかでも麻疹や水痘が疑われる場合
は接触予防策に加え空気予防策、出国地から
侵襲性髄膜炎菌感染症が疑われる場合は接触
予防策に加え飛沫予防策を講じる。
その他
　狂犬病が疑われる場合は標準予防策で対応
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可能だが患者に噛まれないよう注意する必要
があり、また、ヒストプラズマ症やブルセラ
症、類鼻疽などの実験室内・検査室感染の危
険性のある場合は、微生物検査室との情報共
有が必須である。

サル痘の流行
　2022年5月、それまでアフリカ中央部から西
部の風土病であったサル痘ウイルスによる急
性発疹性疾患であるサル痘が、欧米を中心と
した各国から相次いで報告された15，16）。その
後、サル痘の感染は世界規模に拡大し、同年
7月、世界保健機関（World Health Organiza-
tion, WHO）はこのサル痘の流行を「国際的
に懸念される公衆衛生上の緊急事態（Public 
Health Emergency of International Concern, 
PHEIC）」に指定する事態となった。
　WHOの報告によれば、2023年1月時点で世
界110ヵ国の国と地域から、累計で83,943人の
感染例および80人の死亡例が確認されてい
る15）。日本でもこれまで、7例の患者が報告さ

れており、うち5例については海外渡航歴や海
外渡航歴のある者との接触が確認されている
が、 残 り2名 に つ い て は 確 認 さ れ て い な
い（2023年2月現在）15）。世界的にサル痘の新
規感染症は減少傾向にあるが、依然として一
部の国では流行が続いており、注意が必要で
ある。
　サル痘は5～21日の潜伏期間をおいて発熱や
頭痛などの非特異的症状で発症し、その後水
疱を伴う発疹が出現する16）。サル痘の感染経
路は主に感染した人や動物の皮膚病変や体
液・血液を介した接触感染（特に性交渉を介
した感染）や飛沫感染であるが、水痘や麻疹
など空気感染を起こす感染症が鑑別診断に入
ることや、診療行為に伴うエアロゾル感染の
可能性が否定できないため、医療機関におい
ては空気予防策の実施が推奨されている16）。

薬剤耐性菌の輸入
　グローバル化に伴う薬剤耐性（Antimicro-
bial resistance, AMR）の世界規模での伝播は

表2　各輸入感染症の潜伏期間

潜伏期間 ＜10日 11～21日 ＞30日

疾患名

・デング熱 ・熱帯熱マラリア ・熱帯熱以外のマラリア
・チクングニア熱 ・レプトスピラ症 ・ウイルス性肝炎
・黄熱 ・リケッチア症（Q熱） ・類鼻疽
・レプトスピラ症 ・ブルセラ症 ・結核
・リケッチア症 ・腸チフス ・急性HIV感染症
・インフルエンザ ・パラチフス ・アメーバ性肝膿瘍
・旅行者下痢症 ・糞線虫症 ・腸管原虫感染症
・サル痘 ・麻疹

・サル痘

（文献14より作成）
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公衆衛生上の脅威であり、日本においても近
年、海外からの多剤耐性緑膿菌や多剤耐性ア
シネトバクターなど、高度耐性菌の輸入例の
報告が相次いでいる17，18）。AMRはさまざま
な病原体に存在するが、これまでにあげた輸
入感染症と異なりその多くが日和見感染症の
原因菌であるため、海外で高度耐性菌を獲得
し無症候性に保菌した渡航者によって地域や
病院内に持ち込まれ、気付かれないままに医
療従事者の手指や病室内の環境表面を介し感
染が拡大する17，19）。
　特に海外で入院歴のある患者は高度耐性菌
の持ち込みリスクが非常に高い。渡航歴のあ
る患者が入院する場合は入院前に渡航先での
入院歴を確実に聴取し、入院歴がある場合は
鼻腔や糞便を対象とした耐性菌スクリーニン
グ検査を実施し、個室隔離と接触予防策を行
う必要がある20）。
　入院以外にも、外来での手術などの侵襲的
処置や透析などの医療曝露歴や広域抗菌薬へ

の曝露歴、高度耐性菌検出頻度が高い東南ア
ジアや中東・中南米への渡航歴のある場合は
持ち込みリスクが高い20）。
　また、想定される高度耐性菌には緑膿菌や
アシネトバクターのほか、基質特異性拡張型
β‒ラクタマーゼ産生菌やカルバペネマーゼ産
生腸内細菌科細菌、メチシリン耐性黄色ブド
ウ球菌やバンコマイシン耐性腸球菌などさま
ざまな種類があり20）、その保菌期間も報告に
よって異なる17）。どの耐性菌を検出対象とし、
どのような患者にスクリーニングを行うかに
ついては、院内や地域の薬剤耐性菌検出状況
やスクリーニングの費用対効果を鑑みて、ICT
を中心に施設ごとの方針を決定し、全体での
コンセンサスを得ておくことが望ましい。

おわりに
　海外で流行する感染症と輸入感染症につい
て、院内における感染対策の考え方を中心に
述べた。医療機関のICTは輸入感染症の二次
感染防止のため、輸入感染症の診断法・スク

表3　出国地での曝露歴と想定される輸入感染症

曝露 輸入感染症

蚊 マラリア、デング熱、黄熱、ジカ熱、チクングニア熱、ウエストナイル熱

ダニ リケッチア症、ダニ媒介性脳炎、アフリカ紅斑熱、ウイルス性出血熱

動物 狂犬病、鳥インフルエンザ、MERS

汚染された水や食物の摂取 腸チフス・パラチフス、ウイルス性肝炎、ブルセラ症、腸管原虫感染症、旅行者下痢症

淡水や土壌 レプトスピラ症、類鼻疽、糞線虫症

性交渉 急性HIV感染症、サル痘

（文献14より作成）
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症状 感染症 感染対策

発熱＋非特異的症状
（頭痛、関節痛、筋肉

痛など）

マラリア、デング熱、黄熱、日本紅斑熱、アフリカ紅斑熱、チクング
ニア熱、レジオネラ症、レプトスピラ症、リケッチア症、B型肝炎、
ジカ熱、ブルセラ症、類鼻疽

標準

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、A・E型肝炎、腸チフス・パラ
チフス、アメーバ肝膿瘍

接触

インフルエンザ 飛沫

COVID-19、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性A群連鎖球菌感染症、侵
襲性肺炎球菌感染症

接触＋飛沫

ウイルス性出血熱 接触＋飛沫＋空気

発熱＋呼吸器症状

レジオネラ症、類鼻疽、オウム病、ヒストプラズマ症 標準

インフルエンザ、細菌性肺炎（A群溶血性連鎖球菌・Hib・マイコプ
ラズマ・クラミジア）

飛沫

結核 空気

COVID-19 接触＋飛沫

MERS、鳥インフルエンザ（H7N9、H5N1） 接触＋飛沫＋空気

下痢

マラリア、デング熱、レジオネラ症 標準

クリプトスポリジウム症、カンピロバクター腸炎、コレラ、SFTS、
腸管出血性大腸菌感染症、ジアルジア症、CD関連腸炎、細菌性赤痢、
アメーバ赤痢、糞線虫症、腸チフス／パラチフス、プレジオモナス・
シゲロイデス感染症、サイクロスポーラ症、シストイソスポーラ症

接触

ノロウイルス・ロタウイルス感染症 接触＋飛沫

MERS、ウイルス性出血熱 接触＋飛沫＋空気

発熱＋皮疹

デング熱、日本紅斑熱、アフリカ紅斑熱、チクングニア熱、リケッチ
ア症、急性HIV感染症、梅毒、ジカ熱

標準

腸チフス・パラチフス 接触

パルボウイルスB19感染症 飛沫感染

風疹、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性A群連鎖球菌感染症、侵襲性肺
炎球菌感染症

接触＋飛沫

水痘、麻疹、サル痘 接触＋飛沫＋空気

表4‒1　患者の臨床症状から推定される主な輸入感染症と必要な感染対策

（続く）
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リーニング法について十分に理解し、該当患
者に必要な感染対策を行うとともに、医療施

設全体での輸入感染症対策を主導していくこ
とが求められる。

症状 感染症 感染対策

発熱＋急性神経症状
（意識障害、巣症状、

痙攣）

マラリア、ダニ媒介性脳炎、破傷風、ボツリヌス中毒、ウエストナイ
ル熱、日本脳炎、狂犬病

標準

SFTS、ウイルス性脳炎（ロタウイルス） 接触

ウイルス性脳炎（インフルエンザ、風疹） 飛沫

ウイルス性脳炎（麻疹） 空気

侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、ポリオ、ウイルス性
脳炎（ヘルペスウイルス、エンテロウイルス）

接触＋飛沫

（文献3より作成）

表4‒2　患者の臨床症状から推定される主な輸入感染症と必要な感染対策
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